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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

（平成二十五年五月三十一日号外法律第二十七号） 

 

（定義） 

第二条  

１～３ 略 

４ この法律において「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法第二条第六項に

規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保

護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又

は個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び

独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。 

５～７ 略 

８ この法律において「特定個人情報」とは、個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に

代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。

第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項ま

で及び第五項を除き、以下同じ。）をその内容に含む個人情報をいう。 

９ この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報

ファイルをいう。 

１０～１５ 略 

 

（特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針） 

第二十七条 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイ

ルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価（特定個人情報の漏えいその他の事態

の発生の危険性及び影響に関する評価をいう。）を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止

することその他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針（次項及

び次条第三項において単に「指針」という。）を作成し、公表するものとする。 

２ 委員会は、個人情報の保護に関する技術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三

年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものと

する。 

（特定個人情報保護評価） 

第二十八条 行政機関の長等は、特定個人情報ファイル（専ら当該行政機関の長等の職員又

は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情

報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。）を保有しようとすると

きは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面（以下この条において「評価書」

という。）を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルにつ

いて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 

一 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数 
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二 特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量 

三 行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況 

四 特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要 

五 特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子

計算機処理等（電子計算機処理（電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編

集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。）その他これ

に伴う政令で定める措置をいう。第三十八条の三及び第四十五条の二第一項において同

じ。）の方式 

六 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置 

七 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項 

２ 前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところ

により、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを

行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承

認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で

定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 

３ 委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報その他の情報から判

断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると

認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。 

４ 行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに

当該評価書を公表するものとする。 

５ 前項の規定により評価書が公表されたときは、第三十条第一項の規定により読み替えて

適用する行政機関個人情報保護法第十条第一項の規定による通知があったものとみなす。 

６ 行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情

報を第十九条第七号若しくは第八号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイル

に記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。 
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特定個人情報保護評価に関する規則 

（平成二十六年四月十八日号外特定個人情報保護委員会規則第一号） 

 

（法第二十八条第一項の特定個人情報ファイル） 

第四条 法第二十八条第一項の個人情報保護委員会規則で定める特定個人情報ファイルは、

次に掲げるものとする。 

一 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十八号。次号

において「行政機関個人情報保護法」という。）第十条第二項第三号若しくは行政機関の

保有する個人情報の保護に関する法律施行令（平成十五年政令第五百四十八号）第九条

に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等の保有

する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十九号。次号において「独立行

政法人等個人情報保護法」という。）第十一条第二項第一号若しくは独立行政法人等の保

有する個人情報の保護に関する法律施行令（平成十五年政令第五百四十九号）第七条第

一号若しくは第二号に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するも

の又は行政機関の長等（行政機関の長及び独立行政法人等を除く。）の役員若しくは職員

若しくはこれらの職にあった者若しくはこれらの者の被扶養者若しくは遺族に係る個人

情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号。次号において「個人情報保護法」

という。）第二条第四項に規定する個人情報データベース等であって、専らその人事、給

与若しくは福利厚生に関する事項若しくはこれらに準ずる事項を記録するもののうち、

行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものに該当する特定個人情報ファイル 

二 行政機関個人情報保護法第二条第六項第二号に規定する個人情報ファイルであって行

政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第六項第二号に規定する

個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報保護法第二条第

四項第二号に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以

外の者が保有するものに該当する特定個人情報ファイル 

三 行政機関の長等が特定個人情報ファイル（第一号、前号又は次号から第七号までのい

ずれかに該当するものを除く。以下本号において同じ。）を取り扱う事務において保有す

る全ての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数が千人未満である場合にお

ける、当該特定個人情報ファイル 

四 健康保険法（大正十一年法律第七十号）第十一条第一項の規定により設立された健康

保険組合の保有する被保険者若しくは被保険者であった者又はその被扶養者の医療保険

に関する事項を記録する特定個人情報ファイル 

五 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村

職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、厚生年金保険法等の一部を改正する

法律（平成八年法律第八十二号）附則第三十二条第二項に規定する存続組合、同法附則

第四十八条第一項の規定により指定された指定基金、地方公務員等共済組合法の一部を

改正する法律（平成二十三年法律第五十六号）附則第二十三条第一項第三号に規定する

存続共済会又は地方公務員災害補償基金の保有する組合員若しくは組合員であった者又
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はその被扶養者の共済に関する事項を記録する特定個人情報ファイル 

六 法第十九条第七号に規定する情報照会者（行政機関の長、地方公共団体の機関、独立

行政法人等及び地方独立行政法人を除く。）の保有する特定個人情報ファイルであって、

法別表第二の第二欄に掲げる事務において保有するもの以外のもの及び法第十九条第七

号に規定する情報提供者（行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地

方独立行政法人を除く。）の保有する特定個人情報ファイルであって、当該情報提供者が

個人番号を用いる事務において保有するもの（法別表第二の第四欄に掲げる特定個人情

報を記録するものに限る。）以外のもの並びに法第十九条第八号に規定する条例事務関係

情報提供者の保有する特定個人情報ファイルであって、当該条例事務関係情報提供者が

個人番号を用いる事務において保有するもの（法別表第二の第四欄に掲げる特定個人情

報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの（条例事務関

係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。）をいう。）以

外のもの 

七 会計検査院が検査上の必要により保有する特定個人情報ファイル 

八 行政機関の長等が、次条第二項の規定による基礎項目評価書の公表を行った場合であ

って、当該基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイルを取り扱う事務が次のいずれか

に該当するときにおける、当該基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイル 

イ 行政機関の長等が特定個人情報ファイル（第一号から前号までのいずれかに該当す

るものを除く。以下本号、次条及び第六条において同じ。）を取り扱う事務において保

有する全ての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数が千人以上一万人未

満であるとき。 

ロ 行政機関の長等が特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有する全ての特

定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数が一万人以上十万人未満である場合

であって、当該事務に従事する者の数が五百人未満であるとき（当該行政機関の長等

において過去一年以内に特定個人情報の漏えいその他の事故（重大なものとして指針

で定めるものに限る。以下「特定個人情報に関する重大事故」という。）が発生したと

き又は当該行政機関の長等が過去一年以内に当該行政機関の長等における特定個人情

報に関する重大事故の発生を知ったときを除く。）。 

九 行政機関の長等が、第六条第三項の規定による重点項目評価書の公表及び当該重点項

目評価書に係る特定個人情報ファイルを取り扱う事務について次条第二項の規定による

基礎項目評価書の公表を行った場合における、当該重点項目評価書及び基礎項目評価書

に係る特定個人情報ファイル 

十 地方公共団体等が、第七条第六項の規定による評価書の公表及び当該評価書に係る特

定個人情報ファイルを取り扱う事務について次条第二項の規定による基礎項目評価書の

公表を行った場合における、当該評価書及び基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイ

ル 
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（地方公共団体等による評価） 

第七条 地方公共団体等は、特定個人情報ファイル（第四条第一号から第九号までのいずれ

かに該当するものを除く。）を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有

する前に、法第二十八条第一項に規定する評価書を公示し、広く住民その他の者の意見を

求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、第十一条に規定する重要な変更

を加えようとするときも、同様とする。 

２ 第十四条第三項の規定により準用する同条第二項の規定により地方公共団体等が公表し

た基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイルが、第四条第八号イ若しくはロ又は前条第

一項第一号若しくは第二号のいずれにも該当しないとき（当該特定個人情報ファイルが、

第十四条第三項の規定により準用する同条第一項の規定による修正前においては、第四条

第八号イ若しくはロ又は前条第一項第一号若しくは第二号に該当していた場合に限る。）は、

地方公共団体等は、法第二十八条第一項に規定する評価書を公示し、広く住民その他の者

の意見を求めるものとする。 

３ 前二項の規定による評価書の公示については、第十条第一項及び第二項の規定を準用す

る。 

４ 第一項前段及び第二項の場合において、地方公共団体等は、これらの規定により得られ

た意見を十分考慮した上で当該評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載さ

れた特定個人情報ファイルの取扱いについて、個人情報の保護に関する学識経験のある者

を含む者で構成される合議制の機関、当該地方公共団体等の職員以外の者で個人情報の保

護に関する学識経験のある者その他指針に照らして適当と認められる者の意見を聴くもの

とする。当該特定個人情報ファイルについて、第十一条に規定する重要な変更を加えよう

とするときも、同様とする。 

５ 地方公共団体等は、前項の規定により意見を聴いた後に、当該評価書を個人情報保護委

員会に提出するものとする。 

６ 地方公共団体等は、前項の規定により法第二十八条第一項に規定する評価書を提出した

ときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。この場合においては、第十条第一項

及び第二項の規定を準用する。 

 

（一定期間経過後の特定個人情報保護評価） 

第十五条 行政機関の長等は、指針で定めるところにより、第五条第二項の規定による公表

をした日、第六条第三項の規定による公表をした日、第七条第六項の規定による公表をし

た日又は法第二十八条第四項の規定による公表をした日（第八条の規定による公表をした

場合は、同条の規定による公表をした日）から一定期間を経過するごとに、それぞれの規

定による公表をした基礎項目評価書、重点項目評価書又は法第二十八条第一項に規定する

評価書に係る特定個人情報ファイルを取り扱う事務について、再び特定個人情報保護評価

を実施するよう努めるものとする。 
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特定個人情報保護評価指針 

（平成二十六年四月十八日号外特定個人情報保護委員会告示第四号） 

 

第６ 特定個人情報保護評価の実施時期 

１ 省略 

２ 新規保有時以外 

（１） 基本的な考え方 

評価実施機関は、過去に特定個人情報保護評価を実施した特定個人情報ファイルを

取り扱う事務について、下記（２）又は（３）の場合には、特定個人情報保護評価を再

実施するものとし、下記（４）の場合には、再実施するよう努めるものとする。 

再実施に当たっては、委員会が定める特定個人情報保護評価書様式中の変更箇所欄

に変更項目等を記載するものとする。下記（２）から（４）まで以外の場合に特定個人

情報保護評価を任意に再実施することを妨げるものではない。 

（２）～（３） 省略 

（４） 一定期間経過 

評価実施機関は、規則第１５条の規定に基づき、直近の特定個人情報保護評価書を

公表してから５年を経過する前に、特定個人情報保護評価を再実施するよう努めるも

のとする。 
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住民基本台帳法（昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号） 

 

（住民票の記載事項） 

第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載（前条第三項の規定により磁気ディスク

をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。）をする。 

一 氏名 

二 出生の年月日 

三 男女の別 

四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続

柄 

五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨 

六 住民となつた年月日 

七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所

を定めた年月日 

八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年

月日（職権で住民票の記載をした者については、その年月日）及び従前の住所 

八の二 個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。）第二条第五項に規定

する個人番号をいう。以下同じ。） 

九 選挙人名簿に登録された者については、その旨 

十 国民健康保険の被保険者（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第五条

及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第

三項において同じ。）である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 

十の二 後期高齢者医療の被保険者（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法

律第八十号）第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。

第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。）である者については、その資格に

関する事項で政令で定めるもの 

十の三 介護保険の被保険者（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第九条の規定に

よる介護保険の被保険者（同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。）をいう。第二

十八条の三及び第三十一条第三項において同じ。）である者については、その資格に関す

る事項で政令で定めるもの 

十一 国民年金の被保険者（国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第七条その他

政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者（同条第一項第二号に規定する第二

号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。）をいう。第二十九条及び

第三十一条第三項において同じ。）である者については、その資格に関する事項で政令で

定めるもの 

十一の二 児童手当の支給を受けている者（児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）

第七条の規定により認定を受けた受給資格者（同条第二項に規定する施設等受給資格者
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にあつては、同項第二号に掲げる里親に限る。）をいう。第二十九条の二及び第三十一条

第三項において同じ。）については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの 

十二 米穀の配給を受ける者（主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成六年法

律第百十三号）第四十条第一項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施され

る場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第

三十条及び第三十一条第三項において同じ。）については、その米穀の配給に関する事項

で政令で定めるもの 

十三 住民票コード（番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以

下同じ。） 

十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項 

 

（住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報） 

第十二条の五 都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府

県の区域内の市町村の住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは

記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該住民基本台帳を備える市町村

の市町村長に通報しなければならない。 

 

（届出の方式等） 

第二十七条 この章又は第四章の三の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面

でしなければならない。 

２ 市町村長は、この章又は第四章の三の規定による届出がされる場合において、現に届出

の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつて

いる者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定す

るために必要な氏名その他の総務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこ

れらの事項についての説明を求めるものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、現に届出の任に当たつている者が、届出をする者の

代理人であるときその他届出をする者と異なる者であるとき（現に届出の任に当たつている

者が届出をする者と同一の世帯に属する者であるときを除く。）は、当該届出の任に当たつて

いる者に対し、総務省令で定めるところにより、届出をする者の依頼により又は法令の規定

により当該届出の任に当たるものであることを明らかにするために必要な事項を示す書類の

提示若しくは提出又は当該事項についての説明を求めるものとする。 

 

（市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等） 

第三十条の六 市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第七号、

第八号の二及び第十三号に掲げる事項（同条第七号に掲げる事項については、住所とする。

以下この項において同じ。）の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、

当該住民票の記載等に係る本人確認情報（住民票に記載されている同条第一号から第三号

まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項（住民票の消除を行つた場合には、
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当該住民票に記載されていたこれらの事項）並びに住民票の記載等に関する事項で政令で

定めるものをいう。以下同じ。）を都道府県知事に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子

計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することに

よつて行うものとする。 

３ 第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当

該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定め

る期間保存しなければならない。 

 

（都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等） 

第三十条の七 都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、機構

に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る

電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつ

て行うものとする。 

３ 第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に

係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保

存しなければならない。 

 

（本人確認情報の誤りに関する機構の通報） 

第三十条の八 機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、第三十条の六第三項

の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が

経過していないもの（以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。）に誤りがあること

を知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道

府県知事に通報するものとする。 

 

（通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供） 

第三十条の十一 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところに

より、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本

人確認情報（第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。）を提供す

るものとする。ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該都道

府県知事その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を

利用することができる場合に限り、提供するものとする。 

一 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三の上

欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。 

二 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関から番号利用法第九条

第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。 

三 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の二十二第二項の規定によ
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る事務の処理に関し求めがあつたとき。 

２ 前項（第三号に係る部分に限る。）の規定による通知都道府県以外の都道府県の都道府県

知事への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に

係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送

信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでな

い。 

 

（本人確認情報の利用） 

第三十条の十五 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事

保存本人確認情報（住民票コードを除く。次項において同じ。）を利用することができる。

ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第九条第一項又は第二項の

規定により個人番号を利用することができる場合に限り、利用することができるものとす

る。 

一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。 

二 条例で定める事務を遂行するとき。 

三 本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行すると

き。 

四 統計資料の作成を行うとき。 

２ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつ

ては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところによ

り、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報

を提供するものとする。ただし、個人番号については、当該都道府県の執行機関が番号利

用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、

提供するものとする。 

一 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものか

ら同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。 

二 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定

める事務の処理に関し求めがあつたとき。 

３ 機構は、機構保存本人確認情報（個人番号を除く。）を、電子署名等に係る地方公共団体

情報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号）第八条、第十

二条、第十三条、第十八条第三項、第二十七条、第三十条、第三十一条及び第三十四条第二

項の規定による事務に利用することができる。 

４ 機構は、機構保存本人確認情報を、番号利用法第八条第二項の規定による事務その他の

番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものに

利用することができる。 

 

（自己の本人確認情報の開示） 

第三十条の三十二 何人も、都道府県知事又は機構に対し、第三十条の六第三項又は第三十
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条の七第三項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報につい

て、書面により、その開示（自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせ

ることを含む。以下同じ。）を請求することができる。 

２ 都道府県知事又は機構は、前項の開示の請求（以下この項及び次条第一項において「開

示請求」という。）があつたときは、開示請求をした者（以下この項及び次条第二項におい

て「開示請求者」という。）に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報につい

て開示をしなければならない。ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法

により開示をすることができる。 

 

（自己の本人確認情報の訂正） 

第三十条の三十五 都道府県知事又は機構は、第三十条の三十二第二項の規定により開示を

受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又は一部の

訂正、追加又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出を

した者に対し、書面で通知するものとする。 

 

別表第五（第三十条の十五関係） 

一 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施

に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

一の二 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事

務であつて総務省令で定めるもの 

一の三 災害救助法による同法第二条の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事

務であつて総務省令で定めるもの 

一の四 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に

関する事務であつて総務省令で定めるもの 

一の五 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の

届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

二 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項におい

て準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定

めるもの 

三 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の

届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

四 恩給法（他の法律において準用する場合を含む。）による年金である給付の支給に関す

る事務であつて総務省令で定めるもの 

四の二 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法

人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律による地方税若しくは特別法人事業税の

賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に

関する事務であつて総務省令で定めるもの 

四の三 地方税法等の一部を改正する等の法律（平成二十八年法律第十三号）附則第三十
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一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃

止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三章の地方法人特別税の賦課徴収又は地

方法人特別税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であつて総務省令で

定めるもの 

五 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の

交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

六 旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十

二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省

令で定めるもの 

六の二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金

の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

六の三 予防接種法による同法第六条第一項又は第二項の予防接種の実施に関する事務で

あつて総務省令で定めるもの 

六の四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第

一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項（これらの規定を同法第二十六条

において準用する場合を含む。）若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告

若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負

担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるも

の 

六の五 難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一項の特定医療費の

支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳

の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三

十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第

一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項

の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しく

は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

七の二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病

医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこ

ととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの 

七の三 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定

めるもの 

八 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技

能検定試験の実施その他技能検定に関する業務（同法第四十六条第二項の政令で定める

ものに限る。）の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

八の二 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁

組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特
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定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の

障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四

条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障

害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項（同条第六項において準用する場合

を含む。）の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しく

は同条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

八の三 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十

三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定

めるもの 

九 児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて

総務省令で定めるもの 

九の二 児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八

条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

九の三 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一

項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の

貸付け、同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜

の供与又は同法第三十一条（同法第三十一条の十において準用する場合を含む。）の給付

金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

九の四 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の

四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、

同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二

第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二

項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

九の五 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事

務であつて総務省令で定めるもの 

九の六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは

第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法

第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二

項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、

同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又

は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）による同法附則第

九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

十の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条

の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であ

つて総務省令で定めるもの 

十の三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付
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若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九

年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項

の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第

十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりな

お従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の

支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三

項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関

する事務であつて総務省令で定めるもの 

十の四 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法

第五十条第一項の規定又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行

うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの 

十の五 未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五

条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は

同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定に

より都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの 

十の六 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に

関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都

道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの 

十の七 戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八

条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で

定めるもの 

十の八 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給

に関する事務のうち、同法第十四条の規定又は同法第十五条の規定に基づく政令により

都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの 

十の九 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金

の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令

により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるも

の 

十の十 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給

に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により

都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの 

十一 家畜商法による同法第三条第一項の免許又は同法第五条の登録に関する事務であつ

て総務省令で定めるもの 

十二 林業種苗法（昭和四十五年法律第八十九号）による同法第十条第一項の登録に関す

る事務であつて総務省令で定めるもの 

十三 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の
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二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項（同法第三十三条の三及

び第四十四条において準用する場合を含む。）の経由、同法第三十二条第一項（同法第三

十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。）の経由若しくは意見書の提出

又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

十四 計量法による同法第四十条第二項（同法第四十二条第三項において準用する場合を

含む。）の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十

二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第

四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出

又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に

関する事務であつて総務省令で定めるもの 

十五 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第

九条第四項又は附則第五条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の届出に

関する事務であつて総務省令で定めるもの 

十六 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一

項の登録、同法第三十条第一項の更新又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務で

あつて総務省令で定めるもの 

十七 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験（都道府県知事が行うものに限る。）

の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

十八 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務

であつて総務省令で定めるもの 

十九 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の

登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

二十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の

四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの 

二十一 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

二十二 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

二十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登

録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

二十四 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に

関する事務であつて総務省令で定めるもの 

二十五 旅行業法第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に

関する事務であつて総務省令で定めるもの 

二十五の二 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であ

つて総務省令で定めるもの 

二十六 通訳案内士法による同法第十八条（同法第五十七条において準用する場合を含む。）

の登録、同法第二十三条第一項（同法第五十七条において準用する場合を含む。）の届出

又は同法第二十四条（同法第五十七条において準用する場合を含む。）の再交付に関する

事務であつて総務省令で定めるもの 
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二十七 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第十七条第一項、第十八条若しくは第

十九条第二項の経由、同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第

一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項

の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

二十八 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令

で定めるもの 

二十八の二 住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三

項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置

に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

二十八の三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃

貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

二十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二

項の更新又は同法第五十二条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

三十 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務

省令で定めるもの 

三十一 建築士法による同法第四条第二項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項若し

くは第二十三条第一項若しくは第三項の登録、同法第五条第二項の交付、同法第五条の

二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二若しくは第二十三条の五第一項若しくは第

二十三条の七の届出又は同法第九条第一項第一号の申請に関する事務であつて総務省令

で定めるもの 

三十二 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又

は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

三十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第九条の二の四第一項若しくは第

十五条の三の三第一項の認定又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて

総務省令で定めるもの 

三十四 福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事

務であつて総務省令で定めるもの 

 

別表第六（第三十条の十五関係） 

提供を受ける都道府県知事

以外の都道府県の執行機関 

事務 

一 教育委員会 特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条

第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に

関する事務であつて総務省令で定めるもの 

二 教育委員会 学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用

についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるも
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の 

三 教育委員会 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六

条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省

令で定めるもの 

四 都道府県知事以外の執

行機関 

児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替

えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する

事務であつて総務省令で定めるもの 

 


